
 

大阪大学大学院人文学研究科外国学専攻及び外国語学部専攻語代表会議内規 

 

（設置） 

第１条 大阪大学大学院人文学研究科外国学専攻（以下「専攻」という。）及び大阪大学外国語学部

（以下「学部」という。）に合同して専攻語代表会議（以下「委員会」という。）を置く。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1) 専攻及び学部の運営に関する事項。 

(2) 専攻及び学部の中期計画及び年度計画に関する事項。 

(3) 概算要求等に関する事項。 

(4) 教員採用・昇任等に関する事項。 

(5) 非常勤講師及び委託講師の資格審査に関する事項。 

(6) 自己点検・評価に関する事項。 

(7) 第三者評価に関する事項。 

(8) 教員の業績（教育、研究及びその他の業績）評価に関する事項。 

(9) 教育・研究設備に関する事項。 

(10) 構内交通対策の基本方針等に関する事項。 

(11) 省エネルギー、施設マネジメントに関する事項。 

(12) 研究倫理審査に関する事項。 

(13) 他の委員会が所掌していない重要事項。 

(14) その他、専攻長及び学部長から付託された事項。 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 専攻長 

(2) 学部長 

(3) 各専攻語代表 

 （任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、第３条第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

３ 委員長に支障のあるときは、第３条第２号の委員がその職務を代行する。 

 （議事） 

第６条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 



 

 （委員以外の者の出席） 

第７条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。ただし、

議決に加えることはできない。 

（小委員会等） 

第８条 委員会は、その審議事項に関する個別の事項を審議させるため、必要に応じ小委員会等を設

置することができる。 

２ 前項の規定により設置された小委員会等は、その審議結果を委員会に報告するものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、小委員会等に関し必要な事項は、委員会が定める。 

 （報告） 

第９条 委員会は、その審議の結果を大阪大学大学院人文学研究科外国学専攻会議もしくは大阪大学

外国語学部教授会に報告するものとする。 

 （事務） 

第１０条 委員会に関する事務は、人文学研究科箕面事務部庶務係で行う。 

 （雑則） 

第１１条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

   附 則 

１ この内規は、令和４年５月１２日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

２ 大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻及び日本語・日本文化専攻講座代表者会議内規（平

成２４年４月１日施行）並びに大阪大学外国語学部総務委員会規程（平成１９年９月１３日制定）

は、廃止する。 


